
第２ 章

成果目標及び活動指標

　 本章では、障害者等の自立支援の観点から 、地域生活への移行や就労支援と いっ た課題に対応

する ため、 障害福祉サービ ス *、 相談支援及び生活支援事業の提供体制の確保にかかる 目標に

ついて、 令和８ 年度を目標年度と する成果目標及び活動指標を 設定し ます。

　 設定する成果目標は、 以下の７ 項目です。

　 　（ １ ） 施設入所者の地域生活への移行

　 　（ ２ ） 精神障害にも 対応し た地域包括ケアシステムの構築

　 　（ ３ ） 地域生活支援の充実

　 　（ ４ ） 福祉施設から 一般就労への移行等

　 　（ ５ ） 障害児 * 支援の提供体制の整備等

　 　（ ６ ） 相談支援体制の充実・ 強化等

　 　（ ７ ） 障害福祉サービス等の質を向上さ せるための取組に係る体制の構築



（ 1 ） 施設入所者の地域への移行

【 目　 標】

地域生活への移行を進める観点から 、今後、自立訓練事業等を利用し 、 グループホームや

一般住宅等に移行する人数を 見込み、 令和８ 年度末における地域生活に移行する人の人数

を令和４ 年度末時点の施設入所者の６ ％以上と するこ と を目標値と し て設定し ます。

また、 施設の入所者数について、 令和８ 年度末の施設入所者数を 令和４ 年度末時点の

施設入所者数から ５ ％以上削減するこ と と し ます。

項　 目 数　 値 考え方

令和４ 年度末時点の施設入所者数（ Ａ ） 2 4 5 人

【 目標①】 地域生活移行者の増加

1 5 人
（ Ａ ） のう ち、 令和８ 年度末までに地域生活に

移行する人の数
６ % 以上

【 目標②】 施設入所者の削減

1 3 人
（ Ａ ） の時点から 令和８ 年度末時点における

施設入所者の削減数
５ % 以上

【 方　 策】

☞　 サービ ス等利用計画の相談等を 通じ て、 障害当事者の希望に沿っ た形で、 地域移行

の可能性を 探ると 共に、 入所施設や移行先と なる グループホーム等と の連携を 強化

し ます。

☞　 家族と 自宅で生活する場合や、 アパート で単身生活を する場合等、 移行後の生活状況

に合わせた支援体制を構築し ます。

☞　 障害者が地域生活に移行する上で、 障害に対する理解が不可欠であるため、 地域交流

の機会の確保や啓発に努めます。

【 国の指針】

目　 標 年度目標

①…施設入所者の地域

　 …生活への移行

令和８ 年度末における地域生活への移行者数について、 令和４ 年度末時点の施設

入所者の６ ％以上と する。

令和５ 年度末において、 第５ 期計画で定めた令和２ 年度までの数値目標が達成さ れ

ないと 見込まれる場合は、 未達成割合を加えた割合以上と する。

②…施設入所者の削減
令和８ 年度末の施設入所者について、 令和４ 年度末時点の施設入所者数の５ ％以上

削減するこ と を基本と する。
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（ 2 ） 精神障害者にも 対応した地域包括ケアシステムの構築

【 目　 標】

増加傾向にある精神障害者に対する包括的な支援を 行う ため、 保健・ 医療・ 福祉・ 介護

関係者による協議の場を設置し ます。

目　 標 単　 位
令和４ 年度

実　 績

令和８ 年度

目標

保健・ 医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数 回 - １ 回以上

保健・ 医療及び福祉関係者によ る 協議

の場の参加者数

保健 人 - １ 人以上

医療（ 精神科） 人 - １ 人以上

医療

（ 精神科以外）
人 - １ 人以上

福祉 人 - １ 人以上

介護 人 - １ 人以上

当事者 人 - １ 人以上

家族 人 - １ 人以上

その他 人 - １ 人以上

保健・ 医療・ 福祉関係者による協議の場における目標設定

及び評価の実施回数
回 - １ 回以上

【 方　 策】

☞　 精神障害者が必要な支援を 受けて、 地域の中で安心し て生活でき るよう 、 個々の支援

においては連携体制を 取っ ていますが、 地域全体の目標や課題を 共有し ながら より 強

力な連携体制が取れるよう 、 関係者による協議の場を 設置し 、 地域包括ケアシステム

を構築し ます。

【 国の指針】

目　 標 令和８ 年度目標

①…精神障害者の精神病床

　 …から 退院後１ 年以内の

　 …地域における平均生活

　 …日数

精神障害者の精神病床から の退院後１ 年以内の地域における生活日

数の平均を 3 2 5 .3 日以上と するこ と を基本と する。

②…精神病床における１ 年

　 …以上長期入院患者数

令和８ 年度末の精神病床における 6 5 歳以上の１ 年以内長期入院患

者数及び 6 5 歳未満の１ 年以上長期入院患者数について、 基本的な

指針別表第四に掲げる式により 算出し た数を目標値と し て設定する。

③…精神病床における早期

　 …退院率

入院後３ か月時点の退院率を 6 8 .9 ％以上、 入院後６ カ 月時点の退院

率を 8 4 .5 ％以上、 入院後１ 年時点の退院率を 9 1 ％以上と する こ と

を基本と する。
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【 県の目標】 （ 参考）

精神障害にも 対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、①精神障害者の精神病

床から 退院後１年以内の地域における平均生活日数、②精神病床における１年以上長期入院患

者数、③精神病床における早期退院率について、目標値を設定します。

目　 標 最近の実績 令和８ 年度目標

①…精神障害者の精神病床から 退院後１ 年以内の地域における

　 …平均生活日数

3 2 5 .3 日

（ 令和 2 年度）
3 2 5 .3 日以上

②…精神病床における１ 年以上長期入院

　 …患者数

6 5 歳以上 1 ,3 0 3 人 1 ,1 9 0 人

6 5 歳未満 8 0 2 人 7 3 7 人

③…精神病床における早期退院率

入院後３ か月時点
6 8 .6 ％

（ 令和元年度）
6 8 .9 ％以上

入院後６ カ 月時点
8 3 .4 ％

（ 令和元年度）
8 4 .5 ％以上

入院後１ 年時点
9 0 .9 ％

（ 令和元年度）
9 1 ％以上

（ 3 ） 地域生活支援拠点等*が有する機能の充実

【 目　 標】

障害の重度化や高齢化、 親亡き 後を 見据え、 国の指針における 地域生活支援拠点等*

（ 「 地域生活支援拠点」 または「 面的な体制」 を 指す） のう ち、 相談支援や日中活動サービ

ス、短期入所等の各サービスを一施設に集約し て行う「 多機能拠点整備型」 ではなく 、地域に

おいて、各サービスを複数の機関で役割分担し て整備する「 面的整備型」 を進めています。

こ の「 面的整備」 を 進めるための具体的な施策と し て、 こ れまで、 従来の相談支援セン

タ ーによる相談支援体制と 緊急時の受入体制の整備を 進めてきまし た。 し かし ながら 、 相

談支援センタ ーを 集約設置し たこ と により 、 こ れら の体制が十分に機能し ていない状況が

続いています。

今後は、 既に確保し ている体制の機能に加え、 基幹相談支援センタ ー*の設置にあわせて

拠点コ ーディ ネータ ーの配置などの体制整備を 図り 、 相談支援体制の充実に努め、 年１ 回

以上、 運用状況を検証及び検討するこ と と し ます。

目　 標 令和４ 年度実績 令和８ 年度目標

①…地域生活支援拠点等 * の設置箇所数 １ 箇所 １ 箇所

②…コ ーディ ネータ ーの配置人数 １ 人 １ 人

③…運用状況の検証・ 検討の実施回数 １ 回 年１ 回以上

④…強度行動障害 * を有する者への支援ニーズの把握

　 …と 支援体制の整備

北信地域で

支援体制整備

北信地域で

支援体制整備

24

第
２
章

　
成
果
目
標
及
び
活
動
指
標



【 方　 策】

☞　 基幹相談支援センタ ー*を中心と する相談機能／一人暮ら し やグループホームにおける

生活等の体験の機会や場の提供／ショ ート ステイ の利便性や対応力向上等の緊急時の

受入・ 対応機能／人材の確保や養成と いっ た専門性の維持機能/居住支援、 障害者*の

高齢化に対応し た日中活動の場の提供等／「 面的体制」 に求めら れている機能の充実

に努めます。

☞　 長野市障害ふく し ネッ ト において、 年１ 回以上、 面的体制の運用状況の検証及び検討

を行います。

【 国の指針】

目　 標 令和８ 年度目標

地域生活支援拠点等 * が有する機能

の充実

令和８ 年度末までに各市町村又は各圏域に１ つ以上の地域生活支援拠

点等 * を確保し つつ、 その機能の充実のため、 年１ 回以上運用状況を

検証・ 検討するこ と を基本と する。

強度行動障害 * を有する 者への支援

ニーズの把握と 支援体制の整備

各市町村又は圏域において支援ニーズを 把握し 、 支援体制の整備を

進める 。

（ 4 ） 福祉施設から 一般就労への移行等

【 目　 標】

① 福祉施設利用者の一般就労への移行者数

福祉施設の利用者のう ち、 就労移行支援事業等（ 生活介護、 自立訓練、 就労移行支援、

就労継続支援を 行う 事業） を通じ て、 令和８ 年度中に一般就労に移行する人数について、

令和３ 年度の移行実績の1 .2 8 倍以上と するこ と を目標値と し て設定し ます。

② 就労移行支援事業の利用者数の増加

就労移行支援事業が一般就労への移行における重要な役割を担っ ているこ と を踏まえ、

一般就労への移行について、 令和３ 年度実績の1 .3 1 倍以上と する こ と を 目標値と し て設

定し ます。

③ 就労継続支援事業における一般就労への移行者数

就労継続支援事業の事業目的等に鑑み、 就労継続支援Ａ 型事業については、 令和３ 年度

の一般就労への移行実績の1 .2 9 倍以上、 就労継続支援Ｂ 型事業については、 令和３ 年度

の一般就労への移行実績の1 .2 8 倍以上を目指し ます。
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目　 標 令和４ 年度実績 令和８ 年度目標

①…福祉施設から 一般就労への移行者数 7 8 人 [ ア ]
1 0 0 人

［ ア］ の 1 .2 8 倍以上

②…就労移行支援事業における一般就労への移行者数 4 9 人 [ イ ]
6 5 人

［ イ ］ の 1 .3 1 倍以上

③…就労継続支援事業における一般就労への

　 …移行者数

A 型 ４ 人 [ ウ ]
６ 人

［ ウ］ の 1 .2 9 倍以上

B 型 2 1 人 [ エ ]
2 7 人

［ エ］ の 1 .2 8 倍以上

④…生活介護・ 自立訓練（ 機能訓練 / 生活訓練） から

　 …一般就労への移行者数（ 参考）
４ 人 [ オ ]

５ 人

[ オ ] の 1 .2 5 倍

【 方　 策】

☞　 長野圏域障害者就業・ 生活支援センタ ーや、 相談支援事業所、 障害のある人や就労に関

係する機関と 連携を図り 、 障害のある人の特性に合わせた就労先の確保に努めます。

☞　 一般就労の受け皿と なる企業による障害に対する理解が不可欠であるため、 障害への

理解が進むよう 、 啓発に努めます。

☞　 障害福祉サービス*事業所と の連携により 、 就労移行支援事業の利用促進を図ると と も

に、 支援の担い手の育成や事業の周知に努め、 一般就労に繋がるよう 、 障害のある人

の特性に応じ たきめ細かい支援を行います。

☞　 各事業所の支援員や相談員、 プラ ンナー*、 ケースワーカー*が連携し 、 障害のある人の

特性を見極め、 適切な支援を行いながら 、 移行できる体制づく り に努めます。

【 国の指針】

目　 標 令和８ 年度目標

①…福祉施設から 一般就労への

　 …移行者数

令和８ 年度中に一般就労に移行する人数を、 令和３ 年度の一般就労への移

行実績の 1 .2 8 倍以上と するこ と を基本と する。

②…就労移行支援事業における

　 …一般就労への移行者数

令和８ 年度中に一般就労に移行する 人数を 、 令和３ 年度の一般就労への

移行実績の 1 .3 1 倍以上と する こ と を 基本と する 。

③…就労移行支援事業所ごと の

　 …就労移行率の増加

Ａ 型事業については、 令和８ 年度中に一般就労に移行する 人数を 、 令和

３ 年度の一般就労への移行実績の概ね 1 .2 9 倍以上、Ｂ 型事業については、

令和３ 年度の一般就労への移行実績の概ね 1 .2 8 倍以上を 目指す。

【 目　 標】

④ 就労定着支援事業利用者数及び就労定着率

障害者*の一般就労への定着も 重要であること から 、就労定着支援事業の利用者について、

令和３ 年度の利用者の1 .4 1 倍以上が利用することを目標値として設定します。

また、就労定着支援事業所のう ち、就労定着率（ 過去６ 年間において就労定着支援の利用を
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終了し た者のう ち、雇用さ れた通常の事業所に4 2 月以上7 8 月未満の期間継続して就労して

いる者または就労していた者の占める割合）が７ 割以上の事業所を全体の２ 割５ 分以上と する

ことを目標値として設定します。

目　 標 令和３ 年度実績 令和８ 年度目標

①…就労定着支援事業　 利用者数 5 0 人
7 1 人

（ 1 .4 1 倍以上）

②…就労定着率７ 割以上の事業所数（ 全事業所の２ 割５ 分以上） 9 /1 1 事業所

4 /1 3 事業所

（ 全事業所の

　 　 2 割 5 分以上）

【 方　 策】

☞　 就労定着支援事業の利用者数については、 就労移行支援事業等を通じ て一般就労に移行

し た人について、 移行支援が終了し た後も 就労状況を把握し 、 受け入れ企業と も 連携し

ながら 、 必要があれば支援が行えるよう 、 体制づく り に努めます。

☞　 就労定着率７ 割以上の事業所数については、 支援の担い手の育成の他、 就労定着の際の

課題の傾向や対処方法について、 支援者間で情報の共有が行える体制をつく り 、 各事業

所の就労定着率が高まるよう 努めます。

【 国の指針】

目　 標 令和８ 年度目標

①…就労定着支援利用者数
令和３ 年度の利用者の 1 .4 1 倍以上が就労定着支援事業を利用するこ と を

基本と する。

②…就労定着率
就労定着支援事業のう ち 、 就労定着率が７ 割以上の事業所が全体の２ 割

５ 分以上と する こ と を 基本と する 。

（ 5 ） 障害児*支援の提供体制の整備

【 目　 標】

① 児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実

児童発達支援センタ ーを中核とし た重層的な地域支援体制の整備と 充実を図り ます。また、

障害児の地域社会への参加や包摂（ インクルージョ ン） を推進するため、保育所等訪問の実施

体制の充実を目指し ます。

目　 標 令和４ 年度実績 令和８ 年度目標

児童発達支援センタ ーの設置 ２ 箇所 ２ 箇所以上

保育所等訪問支援を実施する主体数 ４ 箇所 ５ 箇所以上

27

第
２
章

　
成
果
目
標
及
び
活
動
指
標



② 主に重症心身障害児を 支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ サービス事業所

　 　  の確保

重症心身障害児が身近な地域で支援を受けるこ と ができ るよう 、 主に重症心身障害児を

支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ サービス事業所の確保と 支援の充実を目指

し ます。

目　 標 令和４ 年度実績 令和８ 年度目標

重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所 ６ 箇所 ７ 箇所

重症心身障害児を支援する放課後等デイ サービス事業所 ６ 箇所 ７ 箇所

③ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコ ーディ ネータ ーの配置

医療的ケア児が適切な支援を 受ける こ と ができ る よ う 、 平成3 0 年度に設置さ れた「 長

野圏域障がい児等医療支援推進会議」 において、 保健、 医療、 障害福祉、 保育、 教育等の

関係機関等が連携を 図る と と も に、 医療的ケア児等コ ーディ ネータ ーと 連携を 図り なが

ら 、 医療的ケア児に対する支援の充実を図り ます。

目　 標 令和４ 年度実績 令和８ 年度目標

医療的ケア児等に関するコ ーディ ネータ ーの配置人数 ０ 人 １ 人

【 方　 策】

☞　 発達に不安のある児童と その家族のニーズを把握し ながら 、 市内２ 箇所の児童発達支援

センタ ー及び４ 箇所の保育所等訪問支援事業所における、 相談支援、 保育所等訪問支援

体制の充実に努めます。

☞　 子育て支援に係る施策である「 発達支援あんし んネッ ト ワーク 事業」 を通じ て、 要配慮

児と その保護者への支援や関係機関と の連携を図り ながら 、 成長や発達に応じ た一貫し

た支援につなげます。

☞　 重度心身障害児を 支援する児童発達支援事業所と 放課後等デイ サービス事業所の増加

や、 障害児*と その保護者、 事業所、 医療機関等の連携を図り 、 必要と さ れる支援が受け

ら れる体制づく り に努めます。

☞　 保健、 医療、 障害福祉、 保育、 教育等の協議の場である、 長野圏域障がい児等医療支援

推進会議において、 医療機関、 福祉関係機関、 教育事務所や特別支援学校*等の教育関

係機関、 行政（ 保健・ 福祉・ 教育関係課） の関係者が集まり 、 課題や対策について協議

を行い、 医療的ケアが必要な障害児等に対する医療支援の推進に努めます。

☞　 医療的ケア児等コ ーディ ネータ ーと 連携を図り ながら 、 医療的ケア児と その家族に対す

る支援を行います。
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【 国の指針】

目　 標 令和８ 年度目標

①…児童発達支援センタ ーの

　 …設置及び保育所等訪問支援

　 …の充実

令和８ 年度末までに、 児童発達支援セン タ ーを 各市町村に少なく と も １ 箇

所以上設置する こ と を 基本と する。 なお、 市町村単独での設置が困難な場

合は、 圏域での設置であっ ても 差し 支えない。 また、 各市町村又は各圏域

に設置さ れた児童発達支援セン タ ーが保育所等訪問支援を 実施する 等に

よ り 、 令和８ 年度末までに、 全ての市町村において、 保育所等訪問支援を

利用でき る体制を構築するこ と を基本と する。

②…主に重症心身障害児を 支援

　 …する児童発達支援事業所

　 …及び放課後等デイ サービス

　 …事業所の確保

令和８ 年度末ま で に、 主に重症心身障害児を 支援する 児童発達支援事業

所及び放課後等デイ サービ ス 事業所を 各市町村に少な く と も １ 箇所以上

確保する こ と を 基本と する 。なお、市町村単独での確保が困難な場合には、

圏域での確保であっ ても 差し 支えない。

③…医療的ケア児支援のための

　 …関係機関の協議の場の設置

　 …及びコ ーディ ネータ ーの

　 …配置

令和８ 年度末ま で に、 各都道府県に医療的ケ ア 児支援セ ン タ ーの設置、

各圏域及び各市町村において、 保健、 医療、 障害福祉、 保育、 教育等の

関係機関等が連携を 図る ための協議の場を 設ける と と も に、 医療的ケア

児等に関する コ ーディ ネータ ーを 配置する こ と を 基本と する 。 な お、 市

町村単独で の設置が困難な 場合は、 都道府県が関与し た上で の、 圏域で

の設置であっ ても 差し 支えない。

（ 6 ） 相談支援体制の充実・ 強化等

【 目　 標】

① 基幹相談支援センター*による地域の相談支援体制の強化

相談支援体制を充実・ 強化するため、基幹相談支援センタ ー*を設置し 、総合的・ 専門的な

相談支援を実施するとと もに、地域の相談支援体制を強化する体制を確保し ます。

地域の相談支援事業者に対する専門的な指導・ 助言件数については、 令和４ 年度実績の

52件から 毎年増やし ていき、 令和８ 年度は7 0 件を目標と し ます。

また、人材育成の支援件数については、スキルアッ プ研修会、プランナー*連絡会の開催に

よる人材育成を行う こと を目指し 、開催回数12件を目標値とし ます。

その他、 地域の相談機関と の連携強化と し て、 市内の地域包括支援センタ ーや保健セン

タ ー、各地区の民生委員・ 児童委員*と の連携を図り ます。

目　 標 令和４ 年度実績 令和８ 年度目標

基幹相談支援センタ ー * の設置 未設置 設置

地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な

指導・ 助言件数
5 2 件 7 0 件

地域の相談支援事業所の人材育成の支援件数 ９ 件 1 2 件

地域の相談機関と の連携強化の取組の実施回数 4 4 回 6 0 回

個別事例の支援内容の検証実施回数 ０ 回 2 4 回

主任相談支援専門員 * の配置人数 2 1 人 3 5 人
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② 協議会における個別事例の検討を通じ た地域のサービス基盤の開発・ 改善

長野市障害ふく し ネッ ト （ 協議会） において、 個別事例の支援内容の検証を行います。

目　 標 令和４ 年度実績 令和８ 年度目標

相談支援事業所の参画による事例検討実施回数 ０ 回 1 2 回

協議会への参加事業者数・ 機関数 1 1 7 団体 1 7 8 団体

協議会の専門部会の設置数 ５ 部会 ５ 部会

協議会の専門部会の実施回数 5 0 回 6 0 回

【 方　 策】

☞　 これまでは、相談支援センターを機能強化し 、基幹相談支援センター*と位置づけてきました

が、新たに基幹相談支援センター*を設置し 、障害の種別や各種のニーズに対応できる総合

的・ 専門的な相談支援を実施します。

☞　 基幹相談支援センター*では、現在市内に32箇所ある地域の指定相談支援事業所に対し 、専

門的な指導、助言を行います。

☞　 地域の指定相談支援事業所を訪問し 、人材育成の支援を行います。

☞　 地域の相談機関との連携強化の取組として、地域包括支援センターや保健センターと連携強

化を図ります。

☞　 各地区民生委員・ 児童委員*との連携を図ります。

【 国の指針】

目　 標 令和８ 年度目標

相談支援体制の充実・ 強化

令和８ 年度末までに、 各市町村又は各圏域において、 基本指針（ 別表第一

の九） に掲げる相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する

体制を確保するこ と 、 協議会において個別事例の検討を通じ た地域のサー

ビスの開発・ 改善を行う こ と を基本と する。
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（ 7 ） 障害福祉サービス*等の質の向上を図るための取組に係る体制の構築

【 目　 標】

本市職員が障害者総合支援法*の具体的内容を理解し 、障害福祉サービス*等の利用状況の

把握・ 検証を行う とと もに、「 請求の過誤をなく すための取組」 や適正な運営を行っている事

業所を確保し ていく こと により 、利用者が真に必要と するサービス等を提供し ていく ため、令

和８ 年度末までに、障害福祉サービス*等に係る各種研修の活用や障害者自立支援審査支払等

システムによる審査結果の共有、指導監査結果の関係自治体等と の共有を行います。

目　 標 令和４ 年度実績 令和８ 年度目標

①…県が実施する障害福祉サービス等に係る各種研修その他の研修

　 …への市職員の参加人数
1 2 人 2 0 人

②…障害者自立支援審査

　 …支払等シス テ ムによ る

　 …審査結果の共有

審査結果の分析結果を事業所及び関係

自治体等と 共有する体制の有無
無 有

審査結果の分析結果を事業所及び関係

自治体等と 共有し た実施回数
０ 回 １ 回

【 方　 策】

☞　 長野県が実施する、障害区分認定調査員研修、相談支援専門員*研修、障がい者虐待・ 権利

擁護*研修等に積極的に参加します。

☞　「 障害福祉サービス費請求の過誤」について、事業所実地指導や集団指導で、事業所に情報

を提供し 、請求の過誤を無く す取組を行います。

【 国の指針】

目　 標 令和８ 年度目標

障害福祉サービス等の質の

向上のための体制の構築

令和８ 年度末までに、 基本指針（ 別表第一の十） に掲げる障害福祉サービ

ス等の質を向上さ せるための取組に関する事項を実施する体制を構築する

こ と を基本と する。
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